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令和２年６月 

 

◯ 三重県における補助金等の基本的な在り方等に関する条例（平成１５年三重県条例第３１号）第５条の規定により提出します。 

◯ この資料は、予算を議会に提出する場合において、一の事務事業につき一の補助事業者等に対し１，０００万円以上の補助金等を交付する

ことが見込まれるものについて、補助事業者等ごとに記載されています。（法令により補助事業等に係る費用の全部又は一部について県が

負担しなければならないものを除きます。） 

◯ 番号欄は、部の通し番号となっています。 



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：医療保健部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
75 三重県新型イン

フルエンザ等患
者入院医療機関
等設備整備事業
補助金

新型コロナウイル
ス感染症患者等入
院医療機関及び帰
国者・接触者外来
を設置する医療機
関

160,049
（未定）

新型コロナウイルス感染
症患者等入院医療機関及
び帰国者・接触者外来を
設置する医療機関におけ
る新型コロナウイルス感染
症対策に必要な設備を整
備する経費に対して補助
する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症に係る医療提供体制
の整備を行い、感染拡大
防止を図る。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルスの感染
拡大防止を図るものであ
り、県民の生命を守るため
の環境整備として公益性
がある。

薬務感染症
対策課

衛生費 公衆衛
生費

予防費 防疫対策費

76 新型コロナウイル
ス感染症対策事
業補助金

新型コロナウイル
ス感染症患者等を
受け入れるための
病床を確保した医
療機関

1,480,256
（未定）

新型コロナウイルス感染
症患者等を受け入れるた
めの病床の確保に要する
経費に対して補助する。

（目的・理由）
新型コロナウイルス感染
症患者等に対する良質
かつ適切な医療の提供
を図ることを目的とする。

（根拠）
医療保健部関係補助金
等交付要綱

シビルミニマム
新型コロナウイルス感染症
患者等に対する良質かつ
適切な医療の提供を図る
ことを目的とするものであ
り、県民の生命を守るため
の環境整備として公益性
がある。

同上 同上 同上 同上 同上

番号 事業内容
交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由

医療保健部　1



第１号様式（条例第５条関係）
予算に関する補助金等に係る資料

（部局名：農林水産部）  (単位：千円)

款 項 目 事業名
113 水産物学校給食

提供事業費補助
金

三重県漁業協同組
合連合会
津市広明町323-1

375,825
（R2.7）

新型コロナウイルス感染症
の拡大に伴い、出荷が滞
留している県産水産物を
学校給食の食材として提
供することに要する経費を
補助する。

（目的・理由）
学校給食に三重県産水
産物を提供することによ
り、食育による水産業へ
の理解醸成に寄与すると
ともに、出荷を促進し、滞
留状況を解消することに
よって、漁家の経営の安
定化を図る。
（根拠）
農林水産部関係補助金
等交付要綱

外部（不）経済
需要回復時において対応
できる生産・供給体制を維
持することに資することか
ら、公益性を有する。

水産振興課 農林水
産業費

農業費 農林水
産振興
費

地産地消の絆
と地域内流通
支援事業費

番号
事業内容

交付予定額
（予定時期）

補助事業者等の氏
名及び住所

補助金等の名称
支出科目

課（室）名公益性の判断及び理由
交付の目的、根拠及び理

由 記載例

農林水産部　1　


